
JP 2020-199520 A 2020.12.17

10

(57)【要約】
【課題】プレス成形品の複数の領域をそれぞれ適切な強
度に補強することに加えて、熱間プレスにおける加熱条
件の制約を無くしたプレス成形品の製造方法を提供する
。
【解決手段】本体鋼板１の異なる領域にそれぞれ第１及
び第２の補強鋼板２，３を板厚方向に重ね合わせ、それ
ぞれの重ね合わせ部分をスポット溶接し、スポット溶接
部４において接合された重ね合わせブランク５を形成す
る。次に、重ね合わせブランク５を加熱炉６でオーステ
ナイト変態温度（Ａｃ３）以上の温度に加熱する。次に
、重ね合わせブランク５をプレス装置７の下金型と上金
型の間に挟んでプレス成形すると同時に、フェライト変
態開始温度（Ａｒ３）より高い温度からマルテンサイト
変態終了温度（Ｍｆ）以下の温度まで急冷する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体鋼板と、複数の補強鋼板とを準備し、
　前記本体鋼板の複数の異なる領域にそれぞれ前記複数の補強鋼板を板厚方向に重ね合わ
せ、それぞれの重ね合わせ部分をスポット溶接してブランクを形成する工程と、
　前記ブランクを熱間プレスすることによりプレス成形品を形成する工程と、を備えるこ
とを特徴とするプレス成形品の製造方法。
【請求項２】
　板厚が互いに異なる複数の本体鋼板と、複数の補強鋼板と、を準備し、
　前記複数の本体鋼板を溶接してテーラードブランクを形成する工程と、
　前記複数の本体鋼板にそれぞれ前記複数の補強鋼板を板厚方向に重ね合わせ、それぞれ
の重ね合わせ部分をスポット溶接する工程と、
　前記複数の補強鋼板がスポット溶接されたテーラードブランクを熱間プレスすることに
よりプレス成形品を形成する工程と、を備えることを特徴とするプレス成形品の製造方法
。
【請求項３】
　前記熱間プレス工程後に前記複数の補強鋼板は互いに異なる強度を有することを特徴と
する請求項１または２に記載のプレス成形品の製造方法。
【請求項４】
　前記熱間プレス工程後に前記複数の補強鋼板は互いに同じ強度を有することを特徴とす
る請求項１または２に記載のプレス成形品の製造方法。
【請求項５】
　前記プレス成形品は、自動車用センターピラーのピラーレインフォースメント部材であ
ることを特徴とする請求項１、２、３のいずれかに記載のプレス成形品の製造方法。
【請求項６】
　前記プレス成形品は、自動車用ルーフのブレース部材であることを特徴とする請求項１
、２、４のいずれかに記載のプレス成形品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレス成形品の製造方法に関し、特に本体鋼板に補強鋼板を重ね合わせてな
るプレス成形品の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、熱間プレスとは鋼板をオーステナイト変態温度以上の温度に加熱し、これを上
下方向に対向して配置された２つの金型の間に挟んで押圧し、プレス成形すると同時に金
型による急冷により鋼板の金属組織をオーステナイトからマルテンサイトに変態せしめる
ことで、鋼板の焼入れ強化を行うものである。
【０００３】
　特許文献１には、自動車用センターピラーを構成するピラーレインフォースメントにお
いて、その機械的強度を局部的に高めるために、本体鋼板の一領域に１枚の補強鋼板を重
ね合わせ、スポット溶接で両鋼板を接合することで重ね合わせブランクを形成し、この重
ね合わせブランクを熱間プレスすることにより、プレス成形品を製造する発明が記載され
ている。
【０００４】
　特許文献２には、車両用骨格部材の強度剛性を確保しつつ軽量化及び構造の簡素化を達
成することを課題として、加熱工程によって溶融されたろう材を介して増肉用鋼板（補強
鋼板）を鋼板（本体鋼板）に重ね合わせ、続いてプレス成形機を用いて加熱された鋼板を
急冷して焼き入れすると共に、ろう材を冷却固化させて鋼板に増肉用鋼板を面接合させな
がら鋼板及び増肉用鋼板をプレス成形する発明が記載されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１９３７１２号公報
【特許文献２】特開２０１１－０８８４８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載された発明では、本体鋼板の一領域に１枚の補強鋼板
をスポット溶接していたので、本体鋼板の複数領域を適切に補強することができなかった
。
【０００７】
　また、特許文献１に記載された発明では、加熱工程において、増肉用鋼板及び鋼板の加
熱とろう材の溶融とを同時に行っていたので、増肉用鋼板及び鋼板の焼き入れと、増肉用
鋼板の面接合を適切に実施するための加熱条件に制約が生じるという問題がある。特に、
板厚が互いに異なる複数の本体鋼板を突き合わせ溶接してなるテーラードブランクに増肉
用鋼板をろう材を介して面接合する場合には、板厚差による各本体鋼板の単位面積当たり
の熱容量の相違から、さらに加熱条件に制約が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題に鑑み、請求項１に記載のプレス成形品の製造方法は、本体鋼板と、複数
の補強鋼板とを準備し、前記本体鋼板の複数の異なる領域にそれぞれ前記複数の補強鋼板
を板厚方向に重ね合わせ、それぞれの重ね合わせ部分をスポット溶接してブランクを形成
する工程と、前記ブランクを熱間プレスすることによりプレス成形品を形成する工程と、
を備えることを特徴とする。
【０００９】
　この発明によれば、本体鋼板の複数の異なる領域にそれぞれ複数の補強鋼板をスポット
溶接するので、本体鋼板の複数の領域をそれぞれ適切な強度に補強することができること
に加え、スポット溶接を採用したことにより上述のような熱間プレスにおける加熱条件の
制約を無くすことができる。
【００１０】
　また、請求項２に記載のプレス成形品の製造方法は、板厚が互いに異なる複数の本体鋼
板と、複数の補強鋼板と、を準備し、前記複数の本体鋼板を溶接してテーラードブランク
を形成する工程と、前記複数の本体鋼板にそれぞれ前記複数の補強鋼板を板厚方向に重ね
合わせ、それぞれの重ね合わせ部分をスポット溶接する工程と、前記複数の補強鋼板がス
ポット溶接されたテーラードブランクを熱間プレスすることによりプレス成形品を形成す
る工程と、を備えることを特徴とする。
【００１１】
　この発明によれば、上記と同様に、本体鋼板の複数の異なる領域にそれぞれ複数の補強
鋼板をスポット溶接するので、テーラードブランクからなるプレス成形品の複数の領域を
それぞれ適切な強度に補強することができる。また、テーラードブランクを構成する各本
体鋼板の単位面積当たりの熱容量は板厚差によって相違することになるが、この場合にも
スポット溶接を採用したことにより熱間プレスにおける加熱条件の制約を無くすことがで
きる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、プレス成形品の複数の領域をそれぞれ適切な強度に補強することがで
きることに加えて、熱間プレスにおける加熱条件の制約を無くすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の第１の実施形態におけるプレス成形品の製造工程を示す図である。
【図２】センターピラー用重ね合わせブランクの平面図、及び熱間プレス後の当該ブラン
クの断面図である。
【図３】ブレース部材用重ね合わせブランクの平面図、及び熱間プレス後の当該ブランク
の断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態におけるプレス成形品の製造工程を示す図である。
【図５】センターピラー用テーラードブランクの平面図及び断面図である。
【図６】熱間プレス後のセンターピラー用テーラードブランクの断面図である。
【図７】ブレース部材用テーラードブランクの平面図及び断面図である。
【図８】熱間プレス後のブレース部材用テーラードブランクの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　＜＜第１の実施形態＞＞
　本発明の第１の実施形態におけるプレス成形品の製造方法を図１－図３に基づいて説明
する。先ず、図１（ａ）の平面図に示すように、本体鋼板１、第１の補強鋼板２、及び第
２の補強鋼板３を準備する。
【００１５】
　次に、図１（ｂ）の平面図に示すように、本体鋼板１の異なる領域にそれぞれ第１及び
第２の補強鋼板２，３を板厚方向に重ね合わせ、それぞれの重ね合わせ部分をスポット溶
接し、スポット溶接部４において接合された重ね合わせブランク５を形成する。
【００１６】
　第１及び第２の補強鋼板２，３は、熱間プレス後のプレス成形品１０に求められる性能
によって、互いに異なる強度（引張強度）を有している場合と、互いに同じ強度（引張強
度）を有している場合がある。第１及び第２の補強鋼板２，３の板厚は、プレス成形品１
０に求められる性能によって適宜選択することができる。
【００１７】
　溶接性（遅れ破壊の防止）が必要な場合は、熱間プレス後の第１の補強鋼板２あるいは
第２の補強鋼板３の強度は１．５Ｇｐａであることが望ましく、各補強鋼板は炭素含有率
約０．２質量％を有する鋼板材料で形成される。また、プレス成形品１０として、高延性
が必要な場合は、第１の補強鋼板２あるいは第２の補強鋼板３は熱間プレスによって焼き
入れがされないように炭素含有率がさらに低い鋼板材料で形成される。
【００１８】
　また、より高い強度が必要な場合は、熱間プレス後の第１の補強鋼板２あるいは第２の
補強鋼板３の強度は１．８Ｇｐａであることが望ましく、各補強鋼板は炭素含有率が比較
的高い約０．３５質量％の鋼板材料で形成される。本体鋼板１の強度、採用すべき鋼板材
料については、特に制限されることはない。
【００１９】
　次に、図１（ｃ）に示すように、スポット溶接済みの重ね合わせブランク５を加熱炉６
でオーステナイト変態温度（Ａｃ３）以上の温度に加熱する。オーステナイト変態温度（
Ａｃ３）は鋼板の炭素含有量によっても異なるが、例えば８７０℃である。これにより、
重ね合わせブランク５を構成する鋼板の金属組織はオーステナイトになる。
【００２０】
　次に、図１（ｄ）に示すように、加熱された重ね合わせブランク５をプレス装置７の下
金型と上金型の間に挟んでプレス成形すると同時に、フェライト変態開始温度（Ａｒ３）
より高い温度からマルテンサイト変態終了温度（Ｍｆ）以下の温度まで急冷する。
【００２１】
　この熱間プレスにより、第１の補強鋼板２及び第２の補強鋼板３は前述の炭素含有率（
約０．２質量％または約０．３５質量％）に応じて、（１．５ＧＰa、１．８ＧＰａ）、
（１．８ＧＰa、１．５ＧＰａ）、（１．５ＧＰa、１．５ＧＰａ）、（１．８ＧＰa、１
．８ＧＰａ）という４つのパターンの強度を有することになる。
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【００２２】
　その後、図１（ｅ）に示すように、金型を開放して、熱間プレスされた重ね合わせブラ
ンク５を取り出す。図１（ｅ）は、図１（ｂ）のＡ－Ａ線における断面図に対応している
。この熱間プレス後の重ね合わせブランク５が、本実施形態の製造方法により得られるプ
レス成形品１０である。
【００２３】
　このように、この実施形態の製造方法によれば、本体鋼板１の異なる領域にそれぞれ第
１及び第２の補強鋼板２，３をスポット溶接するので、本体鋼板１の異なる領域をそれぞ
れ適切な強度に補強することができることに加え、スポット溶接を採用したことにより、
熱間プレスにおける加熱炉６の加熱条件の制約を無くすことができる。なお、本体鋼板１
の異なる領域に、３枚以上の補強鋼板をスポット溶接してもよい。
【００２４】
　＜センターピラーへの適用例＞
　次に、図２に基づいて、この実施形態によるプレス成形品の製造方法を自動車用センタ
ーピラーの補強部材であるピラーレインフォースメント部材の製造に適用した例を説明す
る。センターピラーというのは、ピラーアウターパネルとピラーインナーパネルの間にピ
ラーレインフォースメント部材を備えて構成される自動車部品である。ピラーレインフォ
ースメント部材は乗員の胸部に対応する高さに対応する領域の強度を局部的に高くしてい
る。
【００２５】
　図２（ａ）に示すように、本体鋼板１の上側領域に第１の補強鋼板２、下側領域に第２
の補強鋼板３を板厚方向に重ね合わせ、それぞれの重ね合わせ部分をスポット溶接し、ス
ポット溶接部４において接合された重ね合わせブランク５Ａを形成する。
【００２６】
　その後、重ね合わせブランク５Ａを上述の方法で熱間プレスすることにより、ピラーレ
インフォースメント部材１０Ａを形成する。図２（ａ）は重ね合わせブランク５Ａの平面
図、図２（ｂ）は、図２（ａ）のＢ－Ｂ線に対応するピラーレインフォースメント部材１
０Ａの断面図である。図示のように、ピラーレインフォースメント部材１０Ａはいわゆる
ハット形の形状を有している。
【００２７】
　この場合、本体鋼板１の上側領域は乗員の胸部に対応する高さに対応する領域であり、
その領域の強度を高めて乗員を保護するために、第１の補強鋼板２の強度は例えば１．８
ＧＰａと高くすることが好ましい。一方、本体鋼板１の下側領域については、自動車衝突
時に変形し易くして衝撃力を吸収するために、第２の補強鋼板３の強度は第１の補強鋼板
２の強度よりも低くすることが好ましい。この場合、第２の補強鋼板３は、熱間プレスに
よって焼き入れがされないように炭素含有率が低い高延性鋼板材料で形成することが望ま
しい。
【００２８】
　＜ブレース部材への適用例＞
　次に、図３に基づいて、この実施形態によるプレス成形品の製造方法を自動車用ルーフ
のブレース部材の製造に適用した例を説明する。ブレース部材というのは自動車用ルーフ
（屋根）の骨組み部材の一種であって、一般にルームランプが取り付けられる位置に設置
される。
【００２９】
　図３（ａ）に示すように、本体鋼板１の一領域に第１の補強鋼板２、他の領域に第２の
補強鋼板３を板厚方向に重ね合わせ、それぞれの重ね合わせ部分をスポット溶接し、スポ
ット溶接部４において接合された重ね合わせブランク５Ｂを形成する。
【００３０】
　その後、重ね合わせブランク５Ｂを上述の方法で熱間プレスすることにより、ブレース
部材１０Ｂを形成する。図３（ａ）は重ね合わせブランク５Ｂの平面図、図３（ｂ）は図
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３（ａ）のＣ－Ｃ線に対応するブレース部材１０Ｂの断面図である。図示のように、ブレ
ース部材１０Ｂは波形の断面形状を有している。第１の補強鋼板及び第２補強鋼板２，３
の強度は互いに同じであり、１．５ＧＰａとすることが望ましい。
【００３１】
　＜＜第２の実施形態＞＞
　本発明の第２の実施形態におけるプレス成形品の製造方法を図４－図８に基づいて説明
する。先ず、図４（ａ）の平面図に示すように、第１の本体鋼板１ａ、第２の本体鋼板１
ｂ、第１の補強鋼板２、及び第２の補強鋼板３を準備する。第１の実施形態においては、
本体鋼板１は１枚であるが、本実施形態においては板厚が互いに異なる２枚の本体鋼板１
ａ，１ｂを用いる点で第１の実施形態とは異なっている。
【００３２】
　第１及び第２の補強鋼板２，３の板厚は、プレス成形品３０に求められる性能によって
適宜選択することができる。また、第１の補強鋼板２及び第２の補強鋼板３は炭素含有率
、熱間プレス後の強度については、第１の実施形態と同様である。
【００３３】
　次に、図４（ｂ）の平面図に示すように、第１及び第２の本体鋼板１ａ，１ｂを溶接し
て１枚のテーラードブランク２０を形成する。この場合、第１及び第２の本体鋼板１ａ，
１ｂの端面を互いに突き合わせて、あるいは溶接する部位を重ねて、溶接することができ
る。溶接方法としては、レーザー溶接やスポット溶接等を採用することができる。
【００３４】
　その後、第１及び第２の本体鋼板１ａ，１ｂにそれぞれ第１及び第２の補強鋼板２，３
を板厚方向に重ね合わせ、それぞれの重ね合わせ部分をスポット溶接し、スポット溶接部
４において接合する。この場合、突き合わせ溶接とスポット溶接の順番は逆にしてもよい
。
【００３５】
　次に、図４（ｃ）に示すように、第１及び第２の本体鋼板１ａ，１ｂがスポット溶接さ
れたテーラードブランク２０を加熱炉６でオーステナイト変態温度（Ａｃ３）以上の温度
に加熱する。
【００３６】
　次に、図４（ｄ）に示すように、加熱されたテーラードブランク２０をプレス装置７の
下金型と上金型の間に挟んでプレス成形すると同時に、フェライト変態開始温度（Ａｒ３
）より高い温度からマルテンサイト変態終了温度（Ｍｆ）以下の温度まで急冷する。　　
この熱間プレスにより、第１の補強鋼板２及び第２の補強鋼板３は、前述の炭素含有率（
約０．２質量％または約０．３５質量％）に応じて、（１．５ＧＰa、１．８ＧＰａ）、
（１．８ＧＰa、１．５ＧＰａ）、（１．５ＧＰa、１．５ＧＰａ）、（１．８ＧＰa、１
．８ＧＰａ）という４つのパターンの強度を有することになる。
【００３７】
　その後、図４（ｅ）に示すように、金型を開放して、熱間プレスされたテーラードブラ
ンク２０を取り出す。図４（ｅ）は、図４（ｂ）のＤ－Ｄ線における断面図に対応してい
る。この熱間プレス後のテーラードブランク２０が、本実施形態の製造方法により得られ
るプレス成形品３０である。
【００３８】
　このように、この実施形態によれば、第１及び第２の本体鋼板１ａ，１ｂにそれぞれ第
１及び第２の補強鋼板２，３をスポット溶接するので、テーラードブランク２０の異なる
領域をそれぞれ適切な強度に補強することができることに加え、スポット溶接を採用した
ことにより、熱間プレスにおける加熱炉６の加熱条件の制約を無くすことができる。
【００３９】
　また、テーラードブランク２０を構成する第１及び第２の本体鋼板１ａ，１ｂの単位面
積当たりの熱容量はそれらの板厚差に応じて相違することになるが、この場合にもスポッ
ト溶接を採用したことにより熱間プレスにおける加熱条件の制約を無くすことができる。
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なお、テーラードブランク２０は３枚以上の本体鋼板を突き合わせ溶接して形成し、各本
体鋼板に補強鋼板をスポット溶接してもよい。
【００４０】
　＜センターピラーへの適用例＞
　次に、図５及び図６に基づいて、この実施形態によるプレス成形品の製造方法を自動車
用センターピラーの補強部材であるピラーレインフォースメント部材の製造に適用した例
を説明する。
【００４１】
　図５に示すように、板厚が互いに異なる第１及び第２の本体鋼板１ａ，１ｂを溶接して
１枚のテーラードブランク２０Ａを形成する。第１の本体鋼板１ａはテーラードブランク
２０Ａの上側部材、第２の本体鋼板１ｂはテーラードブランク２０Ａの下側部材を構成し
ている。図５（ａ）はテーラードブランク２０Ａの平面図、図５（ｂ）は図５（ａ）にお
けるＥ－Ｅ線における断面図である。この例では、図５（ｂ）に示すように、第１の本体
鋼板１ａは第２の本体鋼板１ｂより厚い板厚を有している。
【００４２】
　その後、第１及び第２の本体鋼板１ａ，１ｂにそれぞれ第１及び第２の補強鋼板２，３
を板厚方向に重ね合わせ、それぞれの重ね合わせ部分をスポット溶接し、スポット溶接部
４において接合する。
【００４３】
　その後、テーラードブランク２０Ａを第１の実施形態と同様の方法で熱間プレスするこ
とにより、ピラーレインフォースメント部材３０Ａを形成する。この場合、第１の本体鋼
板１ａはピラーレインフォースメント部材３０Ａの上側部材、第２の本体鋼板１ｂはピラ
ーレインフォースメント部材３０Ａの下側部材を構成している。図６は、図５（ａ）のＦ
－Ｆ線に対応するピラーレインフォースメント部材３０Ａの断面図である。
【００４４】
　第１の本体鋼板１ａの板厚が第２の本体鋼板１ｂの板厚より大きい場合、第１の本体鋼
板１ａの単位面積当たりの熱容量は、第１の本体鋼板１ｂの単位面積当たりの熱容量は大
きくなるが、この場合にもスポット溶接を採用したことにより熱間プレスにおける加熱条
件の制約を無くすことができる。
【００４５】
　第１の補強鋼板２が接合される第１の本体鋼板１ａの領域は乗員の胸部に対応する高さ
に対応する領域であり、その強度を高めて乗員を保護するために、第１の補強鋼板２の強
度は例えば１．８ＧＰａと高くすることが好ましい。　
【００４６】
　一方、第２の補強鋼板２が接合される第２の本体鋼板１ｂの領域については、自動車衝
突時に変形し易くして衝撃力を吸収するために、第２の補強鋼板３の強度は第１の補強鋼
板２の強度よりも低くすることが好ましい。この場合、第２の補強鋼板３は熱間プレスに
よって焼き入れがされないように炭素含有率が低い高延性鋼板材料で形成することが望ま
しい。
【００４７】
　＜ブレース部材への適用例＞
　次に、図７及び図８に基づいて、この実施形態によるプレス成形品の製造方法を自動車
用ルーフのブレース部材の製造に適用した例を説明する。図７に示すように、板厚が互い
に異なる第１及び第２の本体鋼板１ａ，１ｂを溶接して１枚のテーラードブランク２０Ｂ
を形成する。
【００４８】
　その後、第１及び第２の本体鋼板１ａ，１ｂにそれぞれ第１及び第２の補強鋼板２，３
を板厚方向に重ね合わせ、それぞれの重ね合わせ部分をスポット溶接し、スポット溶接部
４において接合する。図７（ａ）はテーラードブランク２０Ｂの平面図、図７（ｂ）は図
７（ａ）におけるＧ－Ｇ線における断面図である。この例では、図７（ｂ）に示すように
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、第１の本体鋼板１ａは第２の本体鋼板１ｂより厚い板厚を有している。
【００４９】
　その後、テーラードブランク２０Ｂを第１の実施形態と同様の方法で熱間プレスするこ
とにより、ブレース部材３０Ｂを形成する。図８は、図７（ａ）のＨ－Ｈ線に対応するブ
レース部材３０Ｂの断面図である。第１の補強鋼板及び第２補強鋼板２，３の強度は互い
に同じであり、１．５ＧＰａとすることが望ましい。
【符号の説明】
【００５０】
１　本体鋼板
１ａ　第１の本体鋼板
１ｂ　第２の本体鋼板
２　第１の補強鋼板
３　第２の補強鋼板
４　スポット溶接部
５，５Ａ，５Ｂ　重ね合わせブランク
６　加熱炉
７　プレス装置
１０，３０　プレス成形品
１０Ａ，３０Ａ　ピラーレインフォースメント部材
１０Ｂ，３０Ｂ　ブレース部材
２０，２０Ａ，２０Ｂ　テーラードブランク

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月24日(2019.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　また、特許文献２に記載された発明では、加熱工程において、増肉用鋼板及び鋼板の加
熱とろう材の溶融とを同時に行っていたので、増肉用鋼板及び鋼板の焼き入れと、増肉用
鋼板の面接合を適切に実施するための加熱条件に制約が生じるという問題がある。特に、
板厚が互いに異なる複数の本体鋼板を突き合わせ溶接してなるテーラードブランクに増肉
用鋼板をろう材を介して面接合する場合には、板厚差による各本体鋼板の単位面積当たり
の熱容量の相違から、さらに加熱条件に制約が生じる。
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